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１ 開  会 

 
２ 議  事 

 
  （１）平成 30 年法人土地・建物基本調査の実施状況について 
 
  （２）第Ⅲ期基本計画の「今後の課題」を踏まえた方向性について 
 
  （３）その他 
 
３ 閉  会 
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〈 配付資料 〉 

 

 議事次第  本紙 
 
 資料１ 平成 30 年法人土地・建物基本調査の実施状況 
 資料２ 土地基本調査の検討課題 
 資料３ 第Ⅲ期基本計画の「今後の課題」を踏まえた方向性 
 資料４ 土地動態調査と土地保有移動調査の概要 
 資料５ 土地動態調査と土地保有移動調査の一本化 
 資料６ 調査計画（案）、集計事項一覧（案） 
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平成 30 年法人土地・建物基本調査の実施状況 

 
１－１．調査票の発送状況及び調査スケジュール 

    今回調査（平成 30 年調査）の発送状況及び調査スケジュールを前回調査（平成 25

年調査）と比較すると次のとおり。 
項  目 今回調査（平成 30 年調査） 前回調査（平成 25 年調査） 

発送 平成 30 年７月２日～（６回に分けて発送） 平成 25 年７月１日～（４回に分けて発送） 
提出期限 平成 30 年９月 14 日 平成 25 年９月 13 日 

第１次督促 
（はがき） 

平成 30 年９月 14 日～19 日 平成 25 年 10 月～11 月 

第２次督促 
（封書） 

平成 30 年 10 月 15 日～19 日 平成 26 年１月 

第３次督促 
（電話） 

平成 30 年 11 月～（予定） 平成 26 年２月～ 

速報集計公表 平成 31 年９月（予定） 平成 26 年９月 

確報集計公表 平成 32 年９月（2020 年９月予定） 平成 27 年９月 

１－２．調査票の回収状況 
    平成30年９月末時点での回収数は290,423法人（発送数に対する回収率は58.9%）

であり、担当機関別及び調査対象法人の業種別の回収状況は次のとおり。 
    また、平成 30 年９月末時点で、前回調査（平成 25 年調査）の第２次督促後の回

収数に近い数となっており、特にオンラインによる回収数は、すでに前回を上回っ

ている。 
〔 担当機関別回収状況 〕 

担当機関 
今回調査（平成 30 年調査）※１ 前回調査（平成 25 年調査）※２ 

発送数※３ 回収数※４ うちオンライン 発送数※３ 回収数※４ うちオンライン 

総数 492,996 
290,423 

(58.9%) 

27,189 

(5.5%) 
493,636 

303,245 

(61.4%) 

8,872 

(1.8%) 

 
国土交通省 349,844 

191,128 

(54.6%) 

18,718 

(5.4%) 
346,456 

196,935 

(56.8%) 

5,973 

(1.7%) 

内
訳 

会社法人 345,098 
187,956 

(54.5%) 

18,239 

(5.3%) 
338,710 

190,889 

(56.4%) 

5,667 

(1.7%) 

会社以外の法人 4,746 
3,172 

(66.8%) 

479 

(10.1%) 
7,746 

6,046 

(78.1%) 

306 

(4.0%) 

都道府県 
（会社以外の法人） 

143,152 
99,295 

(69.4%) 

8,471 

(5.9%) 
147,180 

106,310 

(72.2%) 

2,899 

(2.0%) 

 ※１ 今回調査は平成 30 年９月 30 日現在 

 ※２ 前回調査は平成 26 年２月 19 日現在 

 ※３ 発送数には宛先不明数及び対象外数を含んでいる 

 ※４ カッコ内は発送数に対する割合 
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〔 業種別回収状況 〕 
  業種別にバラつきはあるが、前回調査（平成 25 年調査）の第２次督促後の回収率と比

べて、既に高い業種もある。 
  全 48 業種のうち、回収率の高い業種（「ガス業、熱供給業、水道業」：74.6%、「医療業、

保健衛生」：69.9%）と低い業種（「宿泊業」：42.0%、「飲食サービス業」：41.8%）は、次の

とおり。 

業種（抜粋） 
今回調査（平成 30 年調査）※１ 前回調査（平成 25 年調査）※２ 

発送数※３ 回収数※４ うちオンライン 発送数※３ 回収数※４ うちオンライン 

ガス業、熱供給業、水道

業 
603 

405 

(74.6%) 

64 

(10.6%) 
743 

521 

(70.1%) 

19 

(2.6%) 

医療業、保健衛生 26,393 
18,456 

(69.9%) 

1,297 

(9.1%) 
25,277 

18,557 

(73.4%) 

457 

(1.8%) 

宿泊業 4,501 
1,891 

(42.0%) 

151 

(3.4%) 
5,168 

2,149 

(41.6%) 

50 

(1.0%) 

飲食サービス業 11,264 
4,708 

(41.8%) 

240 

(2.1%) 
11,184 

4,660 

(41.7%) 

68 

(0.6%) 

 ※１ 今回調査は平成 30 年９月 30 日現在 

 ※２ 前回調査は平成 26 年２月 19 日現在 

 ※３ 発送数には宛先不明数及び対象外数を含んでいる 

 ※４ カッコ内は発送数に対する割合 

 
１－３．調査票の回収状況分析 
    「１－２．調査票の回収状況」のとおり、今回調査（平成 30 年調査）の回収状況

が好調である要因としては、次のことが考えられる。 
 
   ①名簿精度の向上による有効発送数の増加 

➢広報はがき及び電話回線調べによる法人の所在確認の実施、事業所母集団デー 

タベースの精度向上、都道府県作成名簿精度の向上 など 
発送・未着・対象外 今回調査（平成 30 年調査）※１ 前回調査（平成 25 年調査）※２ 

発送数( a ) 492,996 493,636 

宛先不明数( b ) 6,757 10,787 

対象外数( c ) 2,944 10,266 

有効発送数( d )=a-b-c 483,295 472,583 

         ※１ 今回調査は平成 30 年９月 30 日現在 

         ※２ 前回調査は確報公表時点 

   ②「調査票」及び「記入のしかた」のデザイン改良による記入のしやすさの向上 
 
   ③政府統計調査におけるオンラインの普及、「記入のしかた」のオンライン回答案内

の工夫及び電子調査票の記入制約の解消によるオンライン回収数の増加 
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第３回研究会以降でご議論

第３回研究会以降でご議論
⑥我が国の土地所有・利用状況
に係る全体の捉え方の検証

○経済センサスで
把握されるような経
済活動と土地所有・
利用との関係整理
○我が国（全体）と
しての補足率の向
上（加工統計として
の土地ストック・フ
ロー統計の作成

平成28年予備調査及び平成28年土地動
態調査で法人番号の記入欄を導入

統計委員会諮問第46号の答申

「'部会長メモ」

平成25年調査において「企業の土地取
得状況等に関する調査（現土地動態調

査）と本調査を統合し重複感を解消

（平成29年12月19日）

「今後の保有等予定」
の選択肢の設定の検討

第Ⅲ期基本計画（統計委員会答申）

法人の属性を踏まえた集計の充実の検
討（法人が外資系か否かでの区分による

集計）

土地単位でのパネルデータ作成の取組
の方向性に関する検討

（平成26年3月25日）

土地所有状況（ストック）と取得・売却状
況（フロー）の構造的把握を検討

我が国の土地の所有及び利用
状況の全体の捉え方の検証

「統計改革の基本方針」への対応状況

（平成28年12月21日 経済財政諮問会議）

第１回研究会（平成29年１月13日）

⑦登記情報などの行政記録情報
の活用に向けた検討

○年次情報の整備
○情報シーズも踏
まえた調査の効率
性の向上

「
土
地
基
本
調
査
が
抱
え
る
精
度
・
設
計
に
係
る
課
題

」
と
し
て
第
１
回
研
究
会
で
課
題
整
理

③世帯土地統計の精度向上に向
けた検討

⑤公表の早期化等の検討
○国と地方の効率
的統計実施体制に
向けた見直し

○平成28年予備調査から国と地
方の役割分担を変更し、調査を効
率的に実施

○事業所母集団DＢとの連携を進
め、土地基本調査の名簿とともに
精度の向上を図ることが必要。
○平成30年調査の母集団につい
ては、事業所母集団ＤＢを最大限
活かしつつ従前の手法と併用。

ご議論・方向性等

○パネルデータについて、悉皆層
と標本部分があることの丁寧な説
明が必要。また、完全なパネルと
ならなくても法人番号による整備
は引き続き必要
○不動産登記情報の活用を引き
続き検討（中長期課題）

第３回研究会以降でご議論

④土地基本調査結果を母集団と
した調査活用の方向性検討

○法人番号を用い
たＩＤ管理を行うこと
で一定程度の効率
化に期待

○当面は現状の調
査設計を維持
○法人番号と行政
記録情報の活用に
よる精度向上を図
る

○25年調査の推定
方法の見直しに伴
う検証、30年調査の
推定方法の検討

-

整理方針

①母集団名簿の拡充及び母集団
名簿整備の効率化・高度化

②土地所有状況（ストック）と取
得・売却状況（フロー）の構造的把
握及び取得・売却状況（フロー）調
査の位置付けの検討

「今後の課題」

時　　系　　列

⑥我が国の土地所有・利用状況
に係る全体の捉え方の検証

⑦登記情報などの行政記録情報
の活用に向けた検討

第３回研究会以降にご議論とした課題

「
諮
問
1
0
7
号
の
答
申

」
・

「
第
Ⅲ
期
基
本
計
画

」
及
び

「
第
３
回
研
究
会
以
降
に
ご
議
論
と
し
た
課
題

」
を
再
整
理

（平成29年12月19日）

土地基本調査の作成方法の充実

不動産登記情報の活用可能性を含め、
調査の効率的な実施に向けた検討

③世帯土地統計の精度向上
に向けた検討

○「空き地等の新たな活用に関す
る検討会」の結果も踏まえ、政策
上要請される基礎資料作成に寄
与できるように適宜対応する

「今後の課題」
第２回研究会（平成29年6月14日）

統計委員会諮問第107号の答申

平成28年予備調査において国と都道府
県の役割分担を変更し効率的に実施

課　　題

資料-２

第３回研究会

今後の検討課題

登記情報（所有権移転登記情報）や民間
統計の活用に向けて検討

土地基本調査の作成
方法の充実に向けた
検討

（第３回研究会以降に
ご議論とした課題を含
む）

「今後の保有等予定」
の選択肢の設定の検
討

法人の属性を踏まえ
た集計の充実の検討
（法人が外資系か否
かでの区分による集
計）

土地単位でのパネル
データ作成の取組の
方向性に関する検討

行政記録情報（固定資産家財台帳）の活
用の困難性について

中間年における
取得・売却状況（フロー）調査の検討

報告者負担の軽減に向けた更なる検討

第Ⅱ期基本計画

統計委員会諮問第46号の答申

（平成24年12月21日）

土地及び建物の利用状況
の選択肢の分割や新設の検討

パネルデータの作成
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第Ⅲ期基本計画の「今後の課題」を踏まえた方向性 

 
 前回（第３回）研究会までの議論内容は、「土地基本調査の検討課題」（別添「資料-２」

参照）のとおり。 

今回（第４回）研究会の議題整理のため、公的統計の整備に関する基本的な計画（平成

30 年３月６日閣議決定。以下「第Ⅲ期基本計画」という。）及び前回（第３回）研究会資料

２－１「土地基本調査の作成方法の充実に向けた検討」を再掲する。 

 
（第Ⅲ期基本計画） 

統計作成の効率化及び

報告者の負担軽減 

（抜粋） 

各府省においては、第Ⅱ期基本計画に基づき、・・・行政記録情報等

の利活用の推進を図っている。 

一方、・・・公開情報や行政記録情報の活用による調査事項の縮減

や代替が求められており、関係府省における更なる取組の強化が必

要となっている。 

・・・また、各府省における統計調査の企画・設計に当たっては、統計

ニーズや報告者の声を把握し、・・・必要なデータの有無や所在を事

前確認することにより、報告者の負担軽減や統計ニーズへの的確な

対応、調査事務の効率化を図る。 

今後の課題 

５年ごとに実施する法人土地・建物基本調査とその中間年に実施す

る土地動態調査について、不動産登記情報の公開の在り方などの検

討動向を注視しつつ、不動産登記情報の活用の可能性や、フローと

ストックの情報を地域別に把握することも含め、法人における土地の

所有・利用構造を、より的確に把握する調査を効率的に実施する方

向で検討を推進する。 

我が国の土地所有及び利用状況の全体像を把握するため、土地基

本調査の作成方法の充実に向け、関係府省とも連携し、解決すべき

課題を整理・検討する。 
 
（前回（第３回）研究会 資料２－１「土地基本調査の作成方法の充実に向けた検討」） 

２．今後の検討の方向性 

 

２－２ 

不動産登記情報の活用

及び中間年を含めた基

幹統計化（抜粋） 

不動産登記情報が利用可能となれば、「所有権移転登記情報」を活

用し、法人土地・建物基本調査実施年以外の中間年に実施している

土地動態調査で把握している土地の取得・売却状況（フロー）を把握

することが可能と考えられ、調査の効率的な実施、報告者負担の軽

減につながるものと考えられる。 

・・・なお、基幹統計化の検討を進めるにあたり、当面の対応として、

法人土地・建物基本調査実施年以外の中間年に実施している「土地

動態調査」と「土地保有移動調査」（共に一般統計調査）の統合によ

る調査の効率的な実施について、検討を進めることも必要と考えられ

る。 
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土地動態調査と土地保有移動調査の概要 

 
４－１．土地動態調査と土地保有移動調査の位置付け 

    土地関連統計における「土地動態調査」と「土地保有移動調査」の位置付けは次

のとおり。 
 

 

 
 
 
 

【概要】
売買による所有権移転登記があった
取引当事者（個人・法人）を対象に、
売買理由、売買代金及び理由等につ
いて調査。

公の機関

土地所有・利用概況調査（業務統計）

（国土交通省・年次）

【概要】
土地基本調査及び関連する統計調査で把握されない公有地の状況について、関係省庁等
の公的機関が所有する土地関連資料を基に作成。

【概要】
住宅・土地統計調査の対象となった世
帯を対象に、居住環境を含めた現在
の住まいに関する満足度等について
調査。

法　人

法人土地・建物基本調査

土地動態調査

（国土交通省・５年周期）

（国土交通省・年次）

【概要】
総務省が整備している「事業所母集
団データベース」を基に作成した母集
団名簿（約200万法人）から標本抽出
し、会社法人（約34万法人）と会社法
人以外の法人（約15万法人）を対象
に、土地・建物の所有状況、面積、利
用状況及び取引等の実態について、
全国及び地域別に調査。

【概要】
資本金１億円以上の法人を対象に、
都道府県別の土地の所有状況、面
積、利用状況及び取引等の実態につ
いて調査。

土地保有移動調査

（国土交通省・年次）

対　象 基幹統計調査 一般統計調査

世　帯

住宅・土地統計調査 住生活総合調査

（総務省・５年周期） （国土交通省（住宅局）・５年周期）

【概要】
世帯を対象に、住宅の建築時期、床
面積、土地の面積及び利用状況等に
ついて調査。
乙票（約50万世帯を対象）の調査結
果については、国土交通省が転写・
集計し、公表する。
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４－２．土地動態調査の概要 

    「土地動態調査」（旧：企業の土地取得状況等に関する調査（～平成 24 年度））は、

企業の土地の所有、利用状況等の実態を把握し、土地政策に必要な基礎資料を整備

することを目的とした調査であり、調査の概要及び利活用状況は次のとおり。 

 
   ➢直近５年間の回収率（対有効到達数）は次のとおり。 

調査年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

回収率 76.3% 66.8% 66.1% 66.2% 63.1% 

    ※平成 25 年度に実施した調査は、「法人土地・建物基本調査」のＢ票として実施。 
   ➢調査項目は別紙「平成 29 年土地動態調査 調査票」のとおり。 
   ➢集計事項は別紙「土地動態調査集計事項一覧」のとおり。 
   ➢特徴は、「事業用資産」と「棚卸資産」の未利用地面積を推計している点。 

 

調査の沿革 ➢昭和４８年から毎年実施

調査期日
➢調査年１月１日現在

（➢売買期間は調査実施年前１年間）

調査範囲
➢資本金１億円以上の会社法人及び

相互会社：約２８，０００法人

調査組織 ➢国土交通省 － 法人 結果公表 ➢調査実施年の翌年１０月上旬

調
査
事
項

Ⅰ 貴法人について

Ⅱ 土地の所有状況について

Ⅲ 貴法人の所有する土地について

Ⅳ 土地の購入・売却の状況について

母集団

名 簿

➢総務省が整備している「事業所母集団データベース」を基に作成

➢資本金１億円以上の会社法人及び相互会社約31,000法人から約28,000法人を標本抽出

土地動態調査の概要

調査結果の利活用

行政上の基礎資料

としての利用

➢SNA（土地の純購入の推計のうち、非金融法人企業分の推計に活用）

➢低・未利用地の増加を踏まえた有効利用推進のための施策の基礎資料

各種分析の基礎資料

としての利用

➢各種審議会、研究会等での基礎資料

➢大学・研究機関・民間シンクタンク、専門誌等の文献・分析研究・レポート等

1,429
1,657

2,996
4,184

1,986
2,122

1,571
1,676

17,404
17,687

7,336
8,588

514
939

157
545

5,149
5,879

3,163
3,465

1,368
1,320

9,468
9,840

0
0

1
0

1,525
2,949

9
9

12
12

469
578

1,171
359

6
64

223
26

2,455
2,725

2,434
1,926

0
0

260
97

0
0

0 5,000 10,000 15,000 20,000

H28(1,430)
H29(1,658)

H28(4,521)
H29(7,133)

H28(1,996)
H29(2,132)

H28(1,583)
H29(1,688)

H28(17,873)
H29(18,264)

H28(8,507)
H29(8,947)

H28(520)
H29(1,003)

H28(381)
H29(571)

H28(7,604)
H29(8,604)

H28(5,597)
H29(5,391)

H28(1,368)
H29(1,320)

H28(9,728)
H29(9,937)

H28(-)
H29(-)

（万㎡）

事業用資産 棚卸資産
農林漁業、鉱業

建設業

パルプ・紙・紙加工品製造業

鉄鋼業・非鉄金属製造業

その他製造業

卸売業

小売業

金融業、保険業

不動産業（賃貸を含む）

運輸業・通信業

電気業・ガス業・熱供給業・水道業

飲食業、サービス業

不明

注： （ ）内の数字は、「事業用資産」と「棚卸資産」の合計土地面積（単位：万㎡）である。

「平成 29 年土地動態調査結果」図 12 業種別の資産区分別未利用地面積 
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４－３．土地保有移動調査の概要 
    「土地保有移動調査」は、土地取引について、買主・売主の諸属性、取引価格及

び取引目的等を調査することで今後の土地政策の重要な基礎資料を得ることを目的

とした調査であり、調査の概要及び利活用状況は次のとおり。 

 
➢直近５年間の回収率（対有効到達数）は次のとおり。 

調査年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

回収率 49.9% 54.9% 55.2% 54.9% 48.9% 

   ➢調査項目は別紙「平成 29 年土地保有移動調査 調査票」のとおり。 
➢集計事項は別紙「土地保有移動調査集計事項一覧」のとおり。 

   ➢特徴は、所有権移転登記情報を活用した「事前分析」と「金額ベース集計表」。 

 
   ※「金額ベース集計表」は、「事前分析」で使用した都道府県・地目・都市計画区域

別の取引面積に、都道府県地価調査等により作成した都道府県・地目・都市計画

区域別の平均価格を乗じ、全国の土地取引に伴う資金の流れを「取引土地所在地

別」、「買主所在地別」及び「買主区分別」に推計したもの。 

調査の沿革 ➢昭和４５年から毎年実施

調査期日 ➢調査実施年前１年間

調査範囲 ➢土地取引約10,000件の売主・買主

調査組織 ➢国土交通省 － 調査対象者 結果公表 ➢調査実施年の翌年３月末

調
査
票
及
び
調
査
事
項

➢買主用

買主の属性、購入目的、住宅用地の購入理由、

購入代金、購入代金調達方法及び借入先、購入

時住宅の利用・処分、事業用資産の買換えの該

当及び課税特例適用の有無

➢売主用

売主の属性、売却した土地の取得原因・取得年

・購入時の土地代金、売却理由、売却前の利用

状況、売却代金運用方法、事業用資産の買換え

の該当及び課税特例適用の有無

母集団

名 簿

➢売買による所有権移転登記がなされた土地取引を基に作成

➢約１，５００，０００取引から約１０，０００取引を標本抽出

土地保有移動調査の概要

調査結果の利活用

行政上の基礎資料

としての利用

➢土地税制改正（租税特別措置及び税負担軽減措置）要望等の基礎資料

➢低・未利用地の増加を踏まえた有効利用推進のための施策の基礎資料

各種分析の基礎資料

としての利用

➢各種審議会、研究会等での基礎資料

➢大学・研究機関・民間シンクタンク、専門誌等の文献・分析研究・レポート等

「平成 29 年土地保有移動調査」取引形態別の件数・面積割合 
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４－４．土地動態調査と土地保有移動調査の課題と対応の方向性 
    「土地動態調査」及び「土地保有移動調査」ともに創設から 40 年以上が経過して

おり、社会情勢の変化に伴い企図した実態把握が必ずしも十分ではなくなっている

こと、両調査に存する重複感などの課題があるため、第Ⅲ期基本計画で指摘されて

いる統計調査の効率化と報告者負担軽減の流れを考慮し、両調査を統合（＝一本化）

することで、これらの課題の改善と調査の効率化を同時に適える。 
 

課題 

土地動態調査 土地保有移動調査 
（企業活動の様相変化） 
資本金１億円以上の会社法人に対して

のみ調査を実施しており、日本の法人

が所有する土地の全体を表していると

は言い難い。 
（土地の所有状況） 
土地の所有状況（ストック）を地域別に

把握するため、調査対象者は地域別に

ストック状況を記載する必要があり、

労力がかかる。 
（地域別の土地の取得・売却状況） 
土地の取得・売却状況（フロー）を地域

別に把握しておらず、土地に関する統

計の体系的把握ができていない。 

（標本設計） 
地目別に層化し、土地購入代金に目標

精度を設けて必要標本数を設定のう

え、無作為抽出を行っているが、現在の

標本数では、売買を行った者の属性や

取引を行った土地の性質までは、十分

な把握ができない。 
（調査票） 
１取引あたりに１枚の調査票を発送し

ており、同一者に複数の調査票が届く

ことがある。 

資本金１億円以上の会社法人が土地の売買を行った場合、法人情報（フェイス）

部分について、重複して記載する必要がある。 
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土地動態調査と土地保有移動調査の一本化 

 
５－１．土地動態調査と土地保有移動調査の一本化の考え方 

    「資料４土地動態調査と土地保有移動調査 ４－４．土地動態調査と土地保有移

動調査の課題」で示したとおり、「土地動態調査」と「土地保有移動調査」には、各々

に課題があり、かつ、調査項目に重複が存在する。 
    このため、調査項目と標本設計の見直しを行いつつ、調査の効率化及び報告者負

担軽減を念頭に置いた両調査の一本化（＝統合）を行う。 
    なお、両調査の一本化に際しては、関係する部局へのヒアリングを踏まえた調査

項目や調査結果の作成を行うとともに、所有権移転登記情報を活用することで調査

対象者の負担を軽減しながら、土地の所有・利用構造をより的確に把握する調査を

効率的に実施する。 
 
５－２．「土地動態調査」と「土地保有移動調査」を一本化するための課題 
    関係部局との事前協議や現行調査との関係性から、「土地動態調査」と「土地保有

移動調査」を一本化するための課題（研究会で議論いただきたい内容）は、次のと

おり。 
 課   題 対応の方向性 

① 法人の土地の所有状況（スト

ック）調査の必要性 

〔地域別のストック調査はしない〕 
土地の所有状況（ストック）に関する地域別の調

査は行わず、土地の取得・売却状況（フロー）調

査結果と法人土地・建物基本調査の調査結果を接

続させることにより推計する。 

② 標本設計 

〔より細かな階層の設定〕 
売買５区分（例：法人→個人）、地域４区分（例：

市街化区域）、地目５区分の 100 階層を設け、売買

目的の割合に目標精度を設定のうえ、所在都道府

県に偏りが生じないように標本設計する。 

③ 推計の考え方 

〔土地取引と母集団名簿〕 
所有権移転登記情報を活用した土地取引（個人・

法人）と法人土地・建物基本調査の調査結果（法

人）を基に推計することを検討。 

④ 調査する土地の単位（筆か区

画か） 

〔切り分けや集約はしない〕 
所有権移転登記情報に掲載されている単位で調

査。現「土地保有移動調査」と同じ。 

⑤ 取引価格の調査 〔年間取引額（合計）の調査を行う〕 
１年間で購入・売却した総額を調査する。 

 


